
小千谷地域防火管理協会会則                

 

第１章 総 則 

（名称及び組織） 

第１条 この会は、小千谷地域防火管理協会（以下「本会」という。）と称し、小千

谷市及び長岡市川口地域に存する事業所の関係者をもって組織する。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第２条 本会は、消防機関と会員相互の連絡協調を図るとともに、火災予防に関する

法令の周知及び防火思想並びに防災知識の普及徹底に努めることにより、災害を未

然に防止し、もって地域の産業の発展及び公共の福祉に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) 消防機関と自衛消防隊との連携に関すること。 

(2) 関係法令等の周知徹底に関すること。 

(3) 防火思想の普及高揚に関すること。 

(4) 火災原因等防火情報の交換に関すること。 

(5) 消防訓練及び講習に関すること。 

(6) 防火管理者の教育に関すること。 

(7) 消防計画の研究に関すること。 

(8) 消防功労者の表彰に関すること。 

(9) その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

第３章 会 員 

（会員） 

第４条 本会の会員は、次のとおりとする。 

(1) 普通会員  

消防法第８条及び同法施行令第１条の２に基づき防火管理者を定めて防火管

理業務を実施しなげればならない事業所の権原者 

(2) 賛助会員  

本会の目的に賛同して入会した事業所の権原者 

 （入会及び退会） 

第５条 入会の申込みは、様式第１に定める入会申込書により、会長に申し込むもの

とする。 

２ 本会を退会しようとする時は、会長に申し出なければならない。 



第４章 役員及び事務局等 

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおき、役員会を構成する。 

(1) 会長    １名 

(2) 副会長   ２名 

(3) 理事     若干名 

(4) 監事     ２名 

(5) 会計     １名 

２ 役員は名誉職とする。ただし、費用弁償を受けることができる。 

（役員の選出） 

第７条 会長、副会長、理事、監事及び会計は、総会において会員の中から選出する。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(3) 理事は、本会の事業等に関する重要事項を審議する。 

(4) 監事は、本会の会計経理を監査する。 

(5) 会計は、本会の会計を処理する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （顧問） 

第１０条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の要請により会議に出席し、本会の事業及び運営について意見を述

べることができる。 

４ 顧問の任期は、前条の規定に準ずるものとする。 

 （事務局） 

第１１条 本会の事務局を小千谷市消防本部内に置く。 

 

第５章 会 議 

（会議の種別等） 

第１２条 会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し議長となる。 

２ 総会は、毎年１回開催する。 

３ 役員会は、必要に応じて開催する。 

 



（会議の成立） 

第１３条 総会は、委任状を含め、会員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

２ 役員会は、委任状を含め、役員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

 

（会議の議決） 

第１４条 会議は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長が決す

る。 

２ 総会は、次のことを議決する。 

(1) 予算及び決算の承認に関すること。 

(2) 事業計画に関すること。 

(3) 会則等の改正に関すること。 

(4) 会費に関すること。 

(5) 役員の選出に関すること。 

(6) その他、会長が必要と認めた事項 

３ 役員会は、次のことを議決する。 

(1) 総会に提出する議案に関すること。 

(2) 事業計画の樹立に関すること。 

(3) 表彰に関すること。 

(4) 本会に関する重要緊急案件 

(5) その他、会長が必要と認めた事項 

 

第６章 会 計 

（会の経費） 

第１５条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 

（会費） 

第１６条 本会の会費の額及び納入方法等については、規則でこれを定める。 

２ 会員は、定められた会費を期日までに納入しなければならない。 

３ 年度途中での入会については、次年度より会費を納めるものとする。 

（会計年度） 

第１７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章 表 彰 

（表彰） 

第１８条 本会は、防火管理について他の模範となる事業所及び個人等を表彰する。 

２ 前項の表彰については、規則でこれを定める。 

 



第８章 その他 

 （帳簿等） 

第１９条 本会の維持運営のため、事務局に次の簿冊を備えつけるものとする。 

(1) 会則及び規則 

(2) 会員及び役員名簿 

(3) 金銭出納簿 

(4) 会費徴収簿 

(5) 基金台帳 

(6) 備品台帳 

(7) 会議録 

(8) その他必要と認める書類 

 

附 則 

この会則は、昭和４０年７月１２日より施行する。 

附 則 

この会則は、昭和４８年４月３日より施行する。 

附 則 

この会則は、昭和５５年４月１日より施行する。 

附 則 

この会則は、昭和６３年４月１日より施行する。 

附 則 

この会則は、平成元年４月１日より施行する。 

附 則 

この会則は、平成１２年４月１１日より施行する。 

附 則 

この会則は、平成１７年４月２２日より施行する。 

附 則 

この会則は、平成２０年４月１日より施行する。 

   付 則 

この会則は、平成２２年４月３０日より施行し、平成２２年３月３１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第５条関係） 

 

  年  月  日 

  

小千谷地域防火管理協会長 様 

  

                                   事 業 所 名 

                  代表者氏名            ㊞ 

  

小千谷地域防火管理協会入会申込書 

  

 防火管理協会の趣旨に賛同し、入会いたします。 

  

※ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 



小千谷地域防火管理協会規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、小千谷地域防火管理協会会則（以下「会則」という。）第１６

条及び第１８条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号の定めるとこ

ろによる。 

(1) 特定事業所   管内に１０以上の支所及び施設等を保有する事業所 

(2) 一般事業所  特定事業所を除くすべての事業所 

（会費） 

第３条 会則第１６条の会費の額等については、別表第１に定めるとおりとする。 

（表彰） 

第４条 会則第１８条の表彰については、次の各号のいずれかに該当するものについ

て行うものとする。 

(1) 防火管理者として消防法第８条の趣旨を徹底し、その状況が他の模範となる者。 

(2) 事業所に５年以上勤務する者で、防火活動が他の模範となる者。 

(3) 消防用設備等防災設備の維持管理及び防災訓練の内容等が優秀で、他の模範と

なる事業所。 

(4) 住宅防火モデル地区に指定され、１年間無火災の地区 

２ 表彰の審査は、役員会において行い、会長の承認を得る。 

３ 表彰の時期は、総会開催日に行い、特別な事情がある時はその都度行う。 

４ 第１項によって表彰されるものには表彰状と記念品を贈呈する。 

 

附 則 

この規則は、昭和４２年３月１８日より施行する。 

附 則 

この規則は、昭和５５年４月１日より施行する。 

附 則 

この規則は、平成１２年４月１１日より施行する。 

  附 則 

この規則は、平成２０年４月１日より施行する。 

   附 則 

この規則は、平成２２年４月３０日より施行し、平成２２年３月３１日から適用する。 

 

 



別表第１ 

 

１．会費の計算方法 

(1) 会費は、一般事業所及び特定事業所とも①事業所割と②収容人員割の合計とす

る。 

(2) 収容人員は、消防法施行規則第１条の３に規定する算定方法により算出した数

とする。 

 

〔一般事業所〕 

① 事業所割    一律  ３，０００円 

② 収容人員割   

５０人未満                     ０円 

５０人以上１００人まで           ２，０００円 

１０１人以上２００人まで           ３，０００円 

２０１人以上３００人まで           ４，０００円 

３０１人以上５００人まで           ５，０００円 

５０１人以上１，０００人まで        １０，０００円 

１，００１人以上              １５，０００円 

 

〔特定事業所〕 

① 事業所割 

一事業所で １０施設以上３０施設未満    １０，０００円 

一事業所で ３０施設以上          ４０，０００円 

② 収容人員割 

１０施設以上で２，０００人未満       ３０，０００円 

１０施設以上で２，０００人以上       ５０，０００円 

３０施設以上で２，０００人以上      １００，０００円 

 

２．会費の納入方法 

(1) 会費は、毎年４月１日から６月３０日までの間に、下記の方法で納めるものと

する。 

(ｱ) 銀行振込 

(ｲ) 直接持参 

(ｳ) 銀行振替 


